
東浦町立保育園の民営化に関する説明会

～民営化事業者の募集条件についてご意見を伺います～

日時：2026年５月23日(土) 10時～

会場：メモリー とんがった スタイル

文化センター

主催：東浦町子育て支援課
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本説明会の位置付け

• 町では、これまでに、町立保育園の今後のあり方

及び民営化の方針について公表しています。

• 本説明会は、今後の民営化の進め方についてご説

明させていただくために開催するものです。

• 本日いただいたご意見は、募集要項等を作成する

際の参考とさせていただきます。

• 今後も、子どもたちに安定した保育を継続して提

供できるよう、丁寧に手続きを進めていきます。
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本日の説明内容

1. 本町の保育を取り巻く現状

2. なぜ今、見直しが必要なのか

3. 本町の基本的な考え方

4. 本町の保育施策の方向性と今後の進め方

5. 保護者の皆さまに伺いたいこと
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１．本町の保育を取り巻く現状
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本町の保育を取り巻く現状

本町では、町立保育園８園と認可された民間園３園を主として保育体
制を整備し、子どもや保護者の保育ニーズに対応してきました。
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現在、実施している主な保育サービス

• 長時間保育の実施

• 祝日保育の実施

• 一時的保育の実施

• 育児休業取得時の継続利用（２歳以上児から）の導入

近年の変化

• 共働き世帯の増加

• 保育ニーズの多様化

• 保育士養成校の定員割れや募集停止

• 保育士の配置基準の見直し

👆子どもの状況や家庭の事情に応じて、保護者が選択できる環境の大切さが高
まっています。



２．なぜ今、見直しが必要なのか
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本町が抱えている課題

多様化する保育ニーズへの対応

→保育希望者の増加 、長時間保育などの実施、育児休業取得時の継続利用の
拡大、こども誰でも通園制度の実施など

保育士の人材確保

→保育士養成校への入学者減少などにより保育士確保が困難な状況

保育士の配置基準の見直しへの対応

→経過措置により当面の間、旧配置基準での運営が認められていたが、
2027年度末で３歳児に係る経過措置が終了し、完全実施へ

施設の老朽化

→町立保育園は、開園から約30年～50年経過し、経年劣化が進んでいる
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保育ニーズは変化しています
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2023年度 2024年度 2025年度 2026年度

第1回入園案内時点での入所申込者数の推移(単位：人)

0歳児 1歳児 2歳児

209

• 少子化が進む一方で、保育を必要とする家庭の
ニーズは高まっています。特に、0歳児から2歳児
の利用希望が高まっています。

• 保護者にとっては、保育時間、保育内容などを踏
まえ、サービスを選択出来ることが、これまで以
上に重要になっています。

161 171 194



保育士の新配置基準とは
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安全に保育を実施するために保育士１人あたりがみる子どもの人数の基準

年齢
保育士１人あたりがみる

子どもの人数

０歳児 ３人

１・２歳児 ６人

３歳児 20人

４．５歳児 30人

３歳児

15人

４．５歳児

25人

75年ぶりに
見直し



町立保育園の保育士数の状況

※会計年度任用職員を除く
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年度 保育士数
（単位：人）

クラス数 新規採用者数
（単位：人）

自己都合
退職者数
（単位：人）

育児休業
取得者数
（単位：人）

2021 131 108 12 10 7

2022 136 109 15 16 7

2023 135 106 16 7 9

2024 135 103 7 19 9

2025 128 102 12 10 10

2026 126 97 8 未定 11

⇒保育士数、クラス数はいずれも減少



施設の老朽化も進んでいます
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保育園名 建設年 経過年数

森岡 1971年 54年

森岡西 1975年 50年

緒川 1975年 50年

緒川新田 1992年 33年

石浜 1978年 47年

石浜西 1974年 51年

生路 1991年 34年

藤江 1974年 51年

• 町立保育園の多くは、開園から約50年前後が経過していま
す。老朽化により、修繕箇所が増えています。

• 今後は、大規模改修や建替えも視野に入れた対応が必要で
す。安全・安心な保育環境を維持するため、計画的な施設
更新が課題です。



施設更新には大きな負担が見込まれます

• 町立保育園は、これまでも計画的に修繕を実施してきました。しかし、
老朽化の進行により、今後さらに施設整備費の増加が見込まれます。

• 町立保育園の整備には、国・県の補助が基本的にありません。一方で、
民間事業者が整備する場合には、補助制度を活用できる仕組みがあり
ます。

• 限られた財源の中で、持続可能な保育環境を考える必要があります。

12

年度 施設整備費（決算額）
（単位：千円）

財源内訳

一般財源 国県支出金 その他

2020 92,194 92,183 0 11

2021 22,407 22,402 0 5

2022 29,337 29,330 0 7

2023 49,181 48,969 0 212

2024 34,150 34,145 0 5

（単位：千円）



３．本町の基本的な考え方
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本町が重視していること
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保護者に多様な選択肢を提供すること

子どもたちに安定した保育環境を提供すること

保育ニーズが多様化する中、子どもの状況や家庭の事情に
応じて、保護者が選択できることが大切です。
町立保育園と民間事業者が、それぞれの強みを生かしなが
ら支え合う体制を目指します。



なぜ民営化を進めるのか

• 多様な保育ニーズに応えるためには、公立だけでな
く、民間事業者の力も生かしていくことが必要です。

• 民間事業者の視点やノウハウを活用することで、保
護者の選択肢を広げることができます。

• あわせて、保育士の再配置、施設整備に係る補助制
度の活用など、町全体の保育体制の維持にもつなが
ります。

本町では、町立保育園の民営化と、新たな民間保育所
等の誘致を組み合わせて進めます。
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民営化によって期待される効果
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主たる効果

• 多様な保育サービスの
提供

• 子どもの状況や家庭の
事情に応じた選択肢の
拡大

合わせて期待される効果

• 町立保育園の保育体制
の強化

• 行政の運営負担の軽減

• 施設整備に関する財政
リスクの平準化



民営化により期待される効果

民間事業者には以下の強みがあります。これらを
活かし、官民が連携し、安定した保育園運営を目
指します。
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保護者の選択肢の拡大 保育サービスの向上

安定した運営ノウハウ
国・県による運営費・

建設費補助

民営化の強み



４．本町の保育施策の方向性と
今後の進め方
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本町の保育施策の方向性と今後の進め方

・既存園を民間事業者が運営
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保育園 方向性 スケジュール

森岡・森岡西
集約後、
民営化

森岡地区拠点施設の基本計画、基本構想と
併せて検討する。ただし、集約民営化前に
森岡西保育園の民営化も検討していく。

緒川・石浜西
生路・藤江

町立保育園
として運営

―

緒川新田・石浜 民営化 2028年度以降の民営化を目指す。

・新たな民間保育所等の誘致も実施



民営化で変わること・変わらないこと
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変わること

変わらないこと

旧 新

運営主体 東浦町 移管先法人

勤務する職員 町職員 移管先法人の職員

保育料 町が定めるため、公立、民間で差はありません。

入所申込の方法 入所申込みの基本的な仕組みは変わりません。

町の関与
引継保育、三者協議、県の指導監査への立ち合いを
行います。



想定される変化とその対応
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先生が変わることへの不安
一定期間の共同保育・引継ぎ
保育を実施します

保育の質が変わることへの不安
運営実績、職員体制、保育方
針を確認し、選定に反映しま
す

安全面への不安
県による指導監査や、町によ
る運営状況の確認、必要な指
導助言を行います。

地域とのつながりが弱くなる不安
町立園や地域との連携を
重視する運営を求めます

配慮が必要な子の受入れへの不安
町全体で受入体制を確保し、
必要な支援を継続します



民営化後も町が担うこと

• 町全体の保育施策の方向づけ

• 保育の質の確保に向けた指導・助言

• 町立園と民間園の連携づくり

• 三者協議の場の設置

• 県の指導監査との連携

• 町の運営状況の確認

安心して保育を利用できる環境づくりを、
民営化後も町が責任を持ち続けます。
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これまでの経緯と今後の進め方

今後のスケジュール（案） 実施内容

２０２６年６月～８月 募集要項（案）の作成

８月～２０２７年２月 事業者公募・選定

２０２７年４月～２０２８年３月 準備期間

２０２８年～ 民営化(一定期間は共同保育を実施)
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2025年3月 「東浦町立保育園の今後のあり方」を公表

2025年7月
「東浦町立保育園の今後のあり方（民営化の方
針について）」を公表

2025年8月
令和8年度第1回入園案内で、民営化の方針な
どを案内



事業者選定と募集要項の考え方

• 公平・透明な選定を行うため、公募により事業
者を選定します。

• 募集要項には、次のような項目を盛り込みます。
– 保育理念・方針

– 職員体制

– 保育サービス内容

– 安全管理・危機管理

– 三者協議会の設置(事業者、保護者、東浦町)

– 引継ぎ保育の実施

– 保護者負担に関すること

– 給食に関すること
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新たな民間保育所等の誘致も進めます
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既存の町立保育園の民営化を進めるとともに、
新たな民間保育所等の誘致も進めます。東浦町内
で運営する認可民間保育所等は、３か所です。

多様化する保育ニーズへの対応と、保護者の選
択肢の拡大を図ります。

民間事業者の参入を促す環境整備の取り組み

・民間保育所等整備費補助金の創設
・民間事業者が行う建設費や改修費の一部を町が補助



５．保護者の皆さまに伺いたいこと
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保護者の皆さまに伺いたいこと

ご意見をお聞かせください。
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民営化後の園に期待すること

あればよいと思う保育サービス

引継ぎ保育に関すること

民間事業者に求めること

※いただいたご意見は、募集要項作成の際の参考とします。



ご清聴ありがとうございました。

こちらの二次元コードからご意
見をお送りください。
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